
 

練馬区こども食堂等臨時支援金交付要綱 

５練福管第482号  

令和５年６月26日  

（目的） 

第１条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の物価上昇による負担増を踏まえ、

食事や見守りを必要とする子育て家庭を支援するため、こども食堂等を運営し、

無料または低額で食事提供または食材配送（以下「食事提供等」という。）に取

り組む団体に対し、臨時的な措置として支援金を給付することを目的とする。 

（交付対象事業） 

第２条 この支援金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）

は、つぎに掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ つぎのアおよびイのいずれかまたは両方の要件を満たす事業であること。 

ア 子どもの健全な成長の観点から、栄養バランスに配慮して調理された食

事について、会食、弁当等での配布、家庭への配達等により食事を提供し

ていること。 

イ 子どもの健全な成長の観点から、家庭において調理し、子どもが食事を

するため、配送などにより食材を提供していること。 

⑵ 練馬区の区域内（以下「区内」という。）で実施されている事業であり、

主に区内に住所を有する者を対象としていること。 

⑶ 主な利用者が18歳未満の子どもとその保護者であること。 

⑷ 特定の地域、個人および団体に限定せず、無料または低額で食事提供等を

していること。 

⑸ 営利活動、宗教的活動、政治的活動および選挙活動を行わないこと。 

⑹ 食事提供にあっては、つぎに掲げる要件を全て満たすものであること。 

ア 原則として１月に１回以上実施し、１回当たり10名程度参加できる規模

であること。 

イ 練馬区保健所に衛生管理に関する相談を行い、助言、指導を受けている

こと。 

⑺ 食材配送にあっては、原則として１月に１回以上実施し、10世帯以上に食



 

材を配送していること。 

⑻ 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留

意すべき事項の周知について（通知）」（平成３０年６月２８日厚生労働省子

ども家庭局長ほか連名通知）における別添８「子ども食堂における衛生管理

のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと。 

⑼ 令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に区内で実施した実績が

あること。 

⑽ 事業の実施に係る食材費、水道光熱費その他配送に伴う交通費、容器、梱

包資材等の経費について、国、地方公共団体またはそれらの外郭団体から資

金的支援を受けていないこと。 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的に沿わない事業でないこと。 

（交付対象団体） 

第３条 支援金の交付の対象となる団体は、つぎに掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

⑴ 令和６年３月31日時点で、練馬区地域文化部協働推進課が作成する「練馬

区こども食堂ＭＡＰ」に掲載されていること。 

⑵ 食事提供等の利用者が直接補償を受けることができる保険その他事業の実

施に対する保険に加入していること。 

⑶ 宗教、政治または選挙活動を目的とした団体でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めた団体については、交付の対象

とすることができる。 

（支援金の算定基準） 

第４条 支援金の交付額は、18歳未満の子どもとその保護者である18歳未満の子

どもとその保護者への食事提供等１食につき100円とし、１団体当たりつぎに掲

げる金額を上限とする。 

 ⑴ 食事提供 年額30万円（3,000食分） 

 ⑵ 食材配送 年額50万円（5,000食分） 

（支援金の対象期間） 

第５条 支援金の交付対象となる期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31



 

日までとする。 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする団体は、練馬区こども食堂等臨時支援金

交付申請書（第１号様式）に、つぎに掲げる書類を添えて、区長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 事業計画書（第２号様式） 

⑵ 活動経歴書（第３号様式） 

⑶ 会員名簿（第４号様式） 

⑷ 団体の規約 

⑸ 団体活動の広報資料等 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（支援金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定により支援金の交付申請があったときは、その内容

を審査の上、交付することを決定したときは練馬区こども食堂等臨時支援金交

付決定通知書（第５号様式）により、交付しないことを決定したときは練馬区

こども食堂等臨時支援金不交付決定通知書（第６号様式）により、申請団体に

通知するものとする。 

２ 区長は、支援金の交付決定に当たって、支援金の交付目的を達成するために

必要な条件を付することができる。 

（支援金の請求および交付） 

第８条 支援金の交付決定を受けた団体は、区長が別に定める期日までに、練馬

区こども食堂等臨時支援金交付請求書（第７号様式）を提出しなければならな

い。 

２ 区長は、前項の規定により支援金の交付の請求を受けたときは、確定払によ

り当該支援金を交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、区長は、事業の円滑な遂行のため必要と認められ

る場合には、支援金の全部を概算払により交付することができる。 

（交付対象事業の変更等） 

第９条 支援金の交付決定を受けた団体は、つぎの各号のいずれかに該当すると



 

きは、区長が指定する期日までに練馬区こども食堂等臨時支援金（変更・中止・

廃止）申請書（第８号様式）に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

⑴ 交付対象事業の内容を変更（軽微なものを除く。）しようとするとき。 

⑵ 交付対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認す

るときは練馬区こども食堂等臨時支援金（変更・中止・廃止）承認通知書（第

９号様式）により、承認しないときは練馬区こども食堂等臨時支援金（変更・

中止・廃止）不承認通知書（第10号様式）により、申請団体に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第10条 概算払により支援金の交付を受けた団体は、交付対象事業が終了したと

きまたは交付対象事業の中止もしくは廃止の承認を受けたときは、それぞれ終

了した日または承認を受けた日から起算して14日以内に、つぎに掲げる書類に

より、速やかに区長に実績を報告しなければならない。 

⑴ 練馬区こども食堂等臨時支援金実績報告書（第11号様式） 

⑵ 事業実績報告書（第12号様式） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（支援金の額の確定） 

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、その内容

を審査し、交付対象事業の成果が支援金の交付決定の内容およびこれに付した

条件に適合すると認めたときは、支援金の額を確定し、速やかに練馬区こども

食堂等臨時支援金確定通知書（第13号様式）により、当該団体に通知するもの

とする。 

２ 概算払により支援金の交付を受けた団体は、前項の支援金確定通知書を受領

後、10日以内に練馬区こども食堂等臨時支援金精算報告書（第14号様式）を区

長に提出し、速やかに支援金を精算しなければならない。 

（監査） 

第12条 支援金の交付を受けた団体は、交付対象事業について、練馬区の監査お



 

よび調査を拒むことはできない。 

（交付決定の取消し） 

第13条 区長は、支援金の交付を受けた団体がつぎの各号のいずれかに該当する

ときは、支援金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他の不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

⑵ 支援金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 支援金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令に違反したと

き。 

（支援金の返還） 

第14条 区長は、第11条の規定により交付すべき支援金の額を確定した場合にお

いて、既にその額を超える支援金が交付されているときまたは前条の規定によ

り支援金の交付決定の全部もしくは一部を取り消した場合において、交付対象

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命じるものとする。 

２ 支援金の交付を受けた団体は、支援金の返還を命じられた場合において、こ

れを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（帳簿および書類の整理保存） 

第15条 支援金の交付決定を受けた団体は、交付対象事業に係る利用者名簿、収

支の状況を記載した帳簿、領収書等その他収支の事実を明らかにする証拠書類

を整理し、保存しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿および書類の保存期間は、当該年度終了後５年とする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第16条 第６条の規定による申請および第10条の規定による報告については、区

長が別に定める電子処理組織を使用する方法により行うことができる。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は福祉部長が別に

定める。 



 

付 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   付 則（令和６年３月29日５練福管第2179号） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



団体名 　

所在地 （ 〒 ）

代表者職・ 名

担当者名

電話番号

FAX

E-mai l

円

　 ⑴ 事業計画書

　 ⑵ 活動経歴書

　 ⑶ 会員名簿

　 ⑷ 団体の規約

　 ⑸ 団体活動の広報資料等

記

１ 　 支援金交付申請額

２ 　 添付書類

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金交付申請書

　 練馬区こ ども 食堂等臨時支援金交付要綱に基づき 、 支援金の交付を 下記のと おり 申請し
ます。

第１ 号様式（ 第６ 条関係）

　 　 年　 　 月　 　 日

　 練馬区長　 殿



記入日： 　　年　　月　　日

月 実施回数 提供食数 月 実施回数 提供食数

4月 4月

5月 5月

6月 6月

7月 7月

8月 8月

9月 9月

10月 10月

11月 11月

12月 12月

1月 1月

2月 2月

3月 3月

合計 合計

２　令和６年度見込み

　⑴　食事提供 　　⑵　食材配送

合計

３　支援金交付申請額

食事提供

食材配送

　…上限　300,000円（3,000食）

　…上限　500,000円（5,000食）

第２号様式（第６条関係）

１　交付対象事業

事業名

事業種別

事業計画書



記入日： 　　年　　月　　日

その他の場合

氏名

住所

電話番号

利用者負担額

事業内容

事業開始日

実施日時・頻度・会場

参加人数

２　事業概要

事業名

事業種別

HP、SNS等

設立年月

団体の所在地

（〒　　　　　　　）

代表者

（〒　　　　　　　）

団体としての
活動内容

第３号様式（第６条関係）

活動経歴書

１　団体概要

団体名

団体種別



３　令和５年度実績（概算払いを希望する場合のみ記載）

月 実施回数 提供食数 利用者からの徴収額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

月 実施回数 提供食数 利用者からの徴収額

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

　⑵　食材配送

　⑴　食事提供



記入日： 　 　 　 年　 　 月　 　 日

事業名：

職　 名 氏　 名 ふり がな 住所（ 町名まで） 電話番号 備　 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

第４ 号様式（ 第６ 条関係）

会員名簿

※必要に応じ て適宜行を 追加く ださ い。



第５ 号様式（ 第７ 条関係）  

  第     号 

年  月  日 

 

所在地 

団体名 

代表者名            様 

 

 

練馬区長 

 

 

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあっ た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金については、

下記のと おり 決定し まし たので通知し ます。  

 

記 

 

１  交付決定額 

        円 

 

２  交付の条件 

  練馬区こ ども 食堂等臨時支援金交付要綱を 遵守するこ と 。  

 

３  支払方法 

     年  月  日までに請求書を 提出し てく ださ い。  



第６ 号様式（ 第７ 条関係）  

   第     号 

年  月  日 

 

所在地 

団体名 

代表者名            様 

 

 

練馬区長 

 

 

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあっ た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金については、

下記の理由により 交付し ないこ と に決定し まし たので通知し ます。  

 

記 

 

理由 



団体名 　

所在地 （〒 ）

代表者職・名 印

担当者名

電話番号

FAX

E-mail

円

　　　別紙のとおり

記

１　支援金交付請求額

２　添付書類

練馬区こども食堂等臨時支援金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　号により交付決定を受けた練馬区こども食
堂等臨時支援金について、下記により交付されるよう請求します。

第７号様式（第８条関係）

　　年　　月　　日

　練馬区長　殿



団体名 　

所在地 （ 〒 ）

代表者職・ 名

担当者名

電話番号

FAX

E-mai l

２ 　 変更・ 中止・ 廃止の理由

記

１ 　 変更・ 中止・ 廃止の内容

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金（ 変更・ 中止・ 廃止） 申請書

　 　 　 　 年　 　 月　 　 日付けで交付申請し まし た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金につい
て、 交付対象事業を（ 変更・ 中止・ 廃止） し ますので、 下記のと おり 申請し ます。

第８ 号様式（ 第９ 条関係）

年　 　 月　 　 日

　 練馬区長　 殿



 

第９ 号様式（ 第10条関係）  

                                第     号 

                             年  月  日 

所在地 

団体名 

代表者名         様 

 

                        練馬区長 

 

 

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金（ 変更・ 中止・ 廃止） 承認通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあっ た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金の交付対象

事業の（ 変更・ 中止・ 廃止） について、 下記のと おり 承認し たので通知し ます。  

 

記 

 

承認内容 

 



 

第10号様式（ 第９ 条関係）  

                                第     号 

                             年   月  日 

所在地 

団体名 

代表者名         様 

 

                        練馬区長 

 

 

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金（ 変更・ 中止・ 廃止） 不承認通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあっ た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金の交付対象

事業の（ 変更・ 中止・ 廃止） について、 下記のと おり 不承認と し たので通知し ます。  

 

記 

 

不承認の理由 

 



団体名 　

所在地 （ 〒 ）

代表者職・ 名

担当者名

電話番号

FAX

E-mai l

　 事業実績報告書

記

添付書類

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金実績報告書

　 練馬区こ ども 食堂等臨時支援金に係る実績について、 下記の関係書類を 添えて報告し ます。

第11号様式（ 第10条関係）

年　 　 月　 　 日

　 練馬区長　 殿



記入日： 　　年　　月　　日

２　実績に基づく算出額および支援金交付済額

実績に基づく算出額 交付済額 超過交付額（返還額）

食事提供

食材配送

合計

第12号様式（第10条関係）

事業実績報告書

１　交付対象事業

事業名

事業種別



子ども 保護者

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

子ども 保護者

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

月 実施回数
提供食数

利用者からの徴収額

月 実施回数
提供食数

　⑴　食事提供

　⑵　食材配送

利用者からの徴収額

３　令和６年度実績（記入日時点）



 

第13号様式（ 第11条関係）  

第     号 

年  月  日 

 

所在地 

団体名 

代表者名            様 

 

 

練馬区長 

 

 

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで事業実績報告のあっ た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金に

ついて、 下記のと おり 確定し まし たので通知し ます。  

 本通知書を 受領後、10 日以内に練馬区こ ども 食堂等臨時支援金精算報告書（ 第 14 号様式）

を 提出し 、 速やかに支援金を 精算し てく ださ い。  

なお、 超過交付額がある場合には、 下記に定める期日までに返還し てく ださ い。  

 

記 

 

１  交付確定額 

        円 

 

２  交付済額 

        円 

 

３  超過交付額 

        円 

 

４  返還期日 

     年  月  日まで 



団体名 　

所在地 （ 〒 ）

代表者職・ 名

担当者名

電話番号

FAX

E-mai l

　 　 支援金の精算

円

円

円

記

１ 　 交付確定額

２ 　 交付済額

３ 　 返還額

練馬区こ ども 食堂等臨時支援金精算報告書

　 　 　 　 年　 　 月　 　 日付け　 　 第　 　 号により 確定し た練馬区こ ども 食堂等臨時支援金
について、 下記のと おり 精算し ます。

第14号様式（ 第11条関係）

年　 　 月　 　 日

　 練馬区長　 殿


